
平成 24年３月 21日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 神戸市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 

委託内容：神戸市成年後見支援センターの運営 

     （市民後見人養成研修の実施、成年後見制度相談事業、 

広報啓発） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 研修名称  神戸市市民後見人養成研修 

 

２ 研修対象者  

  市内在住、研修終了後市民後見人として活動できる等の方 

 

３ 研修カリキュラム等 

  基礎研修・実務研修（各 30時間）、実地研修 

  という構成で、こうべ安心サポート委員会市民後見部会（メンバー：弁

護士、司法書士、社会福祉士、学識経験者、医師等）で策定する。 

  カリキュラム別添参照 

 

４ 講師 

  市職員、弁護士、司法書士、社会福祉士等 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

平成 23年５～７月 市民後見人養成研修（12日間 60時間） 

平成 23年９月  市民後見人バンク登録者決定（35人登録） 

平成 23年 10～１月 市民後見人実地研修 

平成 24年３月～ 市民後見人後見活動開始（２人） 

 

 

備      考 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 



平成 24年３月 21日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 神戸市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 

委託内容：神戸市成年後見支援センターの運営 

     （市民後見人養成研修の実施、成年後見制度相談事業、 

広報啓発） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民後見部会＞ 

 （構成メンバー） 

  弁護士、司法書士、社会福祉士、医師、学識経験者、市社協 

 （部会内容） 

神戸市成年後見支援センターの運営に関すること 

市民後見人の養成及び活動支援に関すること 

＜登録選考委員会＞ 

 （構成メンバー） 

  弁護士、司法書士、社会福祉士、医師、学識経験者 

 （部会内容） 

登録候補者の選考 

＜受任調整会議＞ 

 （構成メンバー） 

  弁護士、司法書士、社会福祉士、医師、学識経験者 

 （部会内容） 

市民後見人候補者の選定及び受任案件の検討 

＜評価会議＞ 

 （構成メンバー） 

  弁護士、司法書士、社会福祉士、医師、学識経験者 

 （部会内容） 

市民後見人受任後のフォロー及び活動評価 

 

■その他、一般的な問い合わせや助言・指導に関しては市社協で担当 

① 市民後見人バンク登録後、神戸家庭裁判所へ市民後見人候補者を推薦

し、24 年３月より後見活動を開始することに伴い、常時市民後見人

の相談や助言など後見活動に対する継続的な支援を行う。 

② 受任している市民後見人からは、定期的に後見活動報告を受けるよう

にし、市民後見人が受任案件から辞任する場合等は、当センターが 

、後任候補者の推薦等を行い、スムーズに引き継ぐことが可能である。 

 

別添 



平成 24年３月 21日現在 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

備      考 

 

 

 



平成 24年３月 21日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 神戸市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 

委託内容：神戸市成年後見支援センターの運営 

     （市民後見人養成研修の実施、成年後見制度相談事業、 

広報啓発） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民後見人からの専門的な相談については、弁護士、司法書士、社会福

祉士による専門相談で対応する。 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

 

備      考 

 

 

別添 



平成 24年３月 21日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 神戸市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 

委託内容：神戸市成年後見支援センターの運営 

     （市民後見人養成研修の実施、成年後見制度相談事業、 

広報啓発） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 市民後見人バンク登録者の活動報告や事例研究などの研修及び交流

会を実施する。 

② 後見活動を受任している専門職や神戸シルバー法律研究会、第三者後

見ネットワーク連絡会と連携を図り、市民後見人の支援ネットワーク

を構築する。 

③ 成年後見制度シンポジウム（２月 18日開催）において、市民後見人

バンク登録者代表３人が登壇し、応募動機等を発表 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

備      考 

 

 

 

別添 


